
鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月２４日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市規則第２９号 

鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則の一部を改正する規則 

鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則（昭和５７年鳥取市規則第１７号）の一部を

次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第４７条関係） 

種別 使用料の額 

  卸売業者市場使用料 卸売金額（消費税額及び地方消費税額を含む。）の１，０

００分の２に相当する額 

卸売業者売場使用料 １㎡当たり月額 

青果部  

売場施設 ２８６円 

買荷保管・積込所施設 ２２８円 

冷蔵庫施設 ４１０円 

荷さばき場施設 ２２８円 

水産物部 

売場施設 ３４９円 

買荷保管・積込所施設 ２５７円 

  



 冷蔵庫施設 ５８９円 

荷さばき場施設 ２５７円 

花き部 

売場施設 ２５４円 

冷蔵庫施設 ３５３円 

仲卸業者市場使用料 条例第３２条の２第２項ただし書の規定により市場の

卸売業者以外の者から買い入れた物品の販売金額（消費

税額及び地方消費税額を含む。）の１，０００分の２に相

当する額 

仲卸業者売場使用料 １㎡当たり月額   

売場施設 ５３１円  

冷蔵庫施設 ６９５円 

関連事業者売場使用料 １㎡当たり月額 

関連事業者棟Ａ・Ｂ ４３８円 

業者事務室使用料 １㎡当たり月額  

青果部 ３２８円 

水産物部 ２７０円 

花き部 ２７８円 

仲卸部 ２７９円 

情報処理施設 ３２９円 

土地使用料 １㎡当たり月額 ４１円 

会議室使用料 １時間につき ３３０円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この規則による改正後の鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則別表の規定は、令

和７年４月分の使用料から適用し、同年３月分までの使用料については、なお従前

の例による。 


